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ページ 掲 載 内 容 

２・３ 

募集(市政モニター／会計年度任用職員(市立学校司書業務員))、相談(こころの健康相

談会を開催／年金相談所を開設)、お知らせ(歯周病検診を受診しましょう／野焼きは法

律で禁止されています／悪質な住宅リフォームなど訪問販売にご注意ください) 

４・５ 

お知らせ(子育て世帯応援デジタル商品券を給付します／「防災・一般情報提供メー

ル」について／Ｊアラート全国一斉情報伝達試験の実施について／建築基準法および省

エネ法改正について／鹿児島県の最低賃金について／農業者年金に加入しませんか／第

34回枕崎市生涯学習フェスティバルを開催) 

６・７ 

お知らせ(税の申告に必要な書類の準備はお済みですか？／令和７年度市・県民税およ

び国民健康保険税ならびに後期高齢者医療保険料の申告受付について／小型特殊自動車

をお持ちの方へ) 

８・９ 
お知らせ(ご存知ですか軽自動車の手続き／第36回老人クラブ芸能大会開催)、スポー

ツ・文化イベント情報、キッズだより 

10 まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」 

※読んだらすぐに次の家に回しましょう  

 
※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで 

 

 

 
金  

国民健康保険税６期 

介護保険料６期 

後期高齢者医療保険料６期 

・口座振替をされている方は、月末振替(土・日、祝日は翌日)となりますので、事前に残高確認

をお願いします。 

・納税は、便利で安心な「口座振替」をおすすめします。ご希望の方は、通帳と通帳印をご持参

の上、市内金融機関または市役所税務課⑥番窓口で手続きをしてください。 

・納期内に納付がない場合は、本来納めるべき税金以外に督促手数料(１期100円)、延滞金(納期

限１カ月経過までは年2.4％、１カ月経過後は年8.7％)が加算されますのでご注意ください。 

問合せ 税務課管理収納係 TEL(73)2175(直通) 

市税の納付はコンビニまたはスマ

ートフォンアプリでもご利用いた

だけます。 



２ 

募     集 相   談 
 

 
 

市政モニター 
 

市民の意見や要望を市政に反映し、よりよい

市政を推進するため、次の要領で市政モニター

を募集します。 

主な業務 

・市政に対する提言 

・市政に関連する地域問題の通報 

・市政に対する相談照会 

・市からの照会に対する回答 

任期 ４月～令和９年３月(２年間) 

資格 市内居住者で20歳以上の方(地方公共団

体の議会議員、常勤の公務員を除く) 

応募方法 ハガキ、FAX、メールのいずれかに、

住所、氏名、職業、電話番号(携帯など)を記入

し、総務課秘書広報係へ応募してください。 

応募期限 ２月21日(金)必着 

問合せ・申込み 総務課秘書広報係 

〒898-8501 枕崎市千代田町27番地 

TEL72-0033／FAX72-9436 

メール＝hisyokoho@city.makurazaki.lg.jp 
 
 

会計年度任用職員(市立学校司書業務

員) 
 

希望者は、「枕崎市会計年度任用職員申込書

兼履歴書」を教育総務課へ提出してください。 

募集人員 ２名 

応募資格 

・司書、司書補、司書教諭のいずれかの資格を有

する方、または図書館などでの実務経験のある方 

・令和７年４月１日から勤務できる方 

報酬 (月額)156,900～175,900円   

手当 期末勤勉手当・通勤手当(2㎞以上) 

保険など 社会保険(厚生年金・共済組合)、雇

用保険、労災保険 

勤務時間 午前８時15分～午後４時45分のうち７

時間30分(土、日、祝日、年末年始休暇を除く) 

業務の内容 

・学校図書の運営管理および読書活動全般に関

する業務など 

選考方法 面接試験(採用予定者のみ健康診査) 

応募締切 ２月17日(月)正午必着 

試験日 ３月上旬 

問合せ・申込み 教育総務課 TEL72-0170 

 

 
 

こころの健康相談会を開催 
 

こころの不調や引きこもり、認知症などでお

困りのご本人やご家族を対象に、公認心理師に

よる無料相談会を開催します。 

日時 ２月14日(金) 午後０時45分～２時35分 

場所 健康センター(相談室) 

申込締切 ２月10日(月) 

申込み方法  

相談は事前予約制となります。相談をご希望

の方は、電話で健康センターへ申し込んでくだ

さい。希望者が多数の場合は、相談日を調整す

る場合があります。 

問合せ 健康センター TEL72-7176 
 
 

年金相談所を開設 
 

日本年金機構 鹿児島南年金事務所の相談員

が、国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に

応じます。 
国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

障害年金や遺族年金などの相談ができます。 

50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。過去の年金記録を確認するお手伝いをし

ます。 

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(基

礎年金番号通知書・年金手帳・年金証書など)

や個人番号がわかるもの(マイナンバーカード

など)をお持ちください。 

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。 

日時 ２月６日(木)午前10時～午後３時 

場所 市民会館和室 

※年金相談は予約制です。予約のない方は、そ

の日の相談ができない場合もあります。 

予約先 鹿児島南年金事務所 

TEL099-251-3111 

近隣市での相談も可能です。日程は次のとおり

です。 

２月20日(木)ちらん夢郷館 専門技術研修室 

２月27日(木)南さつま市民会館 第１会議室  

国民年金は、あなたの助けになります。もし

ものため、将来のため、保険料を納めましょう。 

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL76-1096 

 

 



                ３ 

お 知 ら せ 

 

 

 

歯周病検診を受診しましょう 
 

本市では、受診券を使って歯周病検診を実

施しています。歯周病は気づかないうちに進

行し、歯を支えている骨(歯槽骨)を溶かす病

気です。また、全身の健康状態(動脈硬化、心

臓疾患、誤嚥性肺炎など)にも影響を与えるこ

とがわかってきました。都合が悪くまだ受け

てない方には、12月にハガキの受診券(再通

知)を送付しています。検診料は無料ですので、

この機会を利用し、ぜひ受診してください。 

なお、対象の方で受診券が届いていない方は、

健康センターへ問い合わせてください。 

実施期間 ３月22日まで 

対象者 

・20歳(平成16年４月２日～平成17年４月１日生まれ） 

・30歳(平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれ） 

・40歳(昭和59年４月２日～昭和60年４月１日生まれ） 

・50歳(昭和49年４月２日～昭和50年４月１日生まれ） 

・60歳(昭和39年４月２日～昭和40年４月１日生まれ） 

・70歳(昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生まれ） 

検査内容 問診、口腔診査、歯周組織検査、ブ

ラッシング指導 

申込み 予約が必要ですので、協力歯科医院に

申し込みのうえ受診してください。 

その他 体調に不安のある方や、予約後に体調

不良を感じた場合は、受診を控え、時期をずら

して受診ください。 

歯周病検診協力歯科医院一覧 

歯科医院名 電話番号 

今給黎歯科医院 73-2838 

かわばた歯科医院 73-2434 

サザン・リージョン病院・歯科 72-1351 

さめしま歯科 72-8255 

ふぁみりー歯科 76-3587 

松原歯科医院 86-3010 

峰元歯科 72-4321 

山之内歯科医院 72-0477 

草野歯科医院 72-9808 

問合せ 健康センター TEL72-7176 

 

 

 

 

野焼きは法律で禁止されています 
 

廃棄物(ごみ)を自宅の庭や農地、空き地など

で燃やす行為は「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」により、原則として禁止されています。

違反した場合は５年以下の懲役もしくは 1,000

万円以下(法人は３億円以下)の罰金またはその

両方が科せられる場合があります。 

農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行

う伐採した枝などの焼却、漁業者が行う漁網に

付着した海産物の焼却など一部例外的に認めら

れているものもありますが、例外に分類される

焼却行為であっても、風の向きや強さ、時間帯

に気を付け、近隣住人などに迷惑が掛かり苦情

など寄せられた際には直ちに中止してください。 

なお、ビニールやプラスチック類などの焼却

は例外行為として認められておらず、有害物質

が発生するため絶対に行ってはいけません。 

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL76-1097 

 

 

悪質な住宅リフォームなど訪問販売

にご注意ください 
 

瓦や壁の塗装、瓦のふき替えなど、住宅リフ

ォームなどに関する相談が鹿児島県内の消費生

活センターに寄せられています。 

契約後、工事材料の購入のため工事代金の半

額から全額の前払いを求められたり、数か月た

っても工事が進まなかったり、クーリング・オ

フに応じてもらえないなどのトラブルが発生し

ています。 

突然の業者の訪問にはご注意ください。勧誘

されてもその場ですぐに契約せず、複数の見積

もりを比較するなど、慎重に検討しましょう。

できるだけ費用の全額を前払いすることは避

け、工事途中での追加の支払いの要求には応じ

ないようにしましょう。 

訪問販売で契約した場合、８日以内なら無条

件で解約できる、クーリング・オフ制度があり

ます。 

  おかしいと思ったら、早めに、消費生活セン

ターなどに、ご相談ください(消費者ホットラ

イン188)。 

問合せ 水産商工課商工振興係 TEL76-1667 

 



４ 

子育て世帯応援デジタル商品券を給

付します 
 

物価高騰の影響が長引いている中、扶養家族

も多く特に家計への影響が大きい子育て世帯へ

の支援および地域内の消費喚起や地域経済の活

性化を図るため、18歳以下の方に対して、従前

の紙による商品券に代えて、「Payどん」によ

る枕崎市内で使えるデジタル商品券を給付しま

す。 

給付対象となる方 

令和７年１月１日時点で本市に住所を有する18歳

以下の方(平成18年４月２日以降に出生した方) 

給付額 

18歳以下の方１人当たり25,000円分 

給付方法(デジタル商品券受け取り方法) 

「Payどん」の地域振興券にて給付します。対

象の世帯には受け取り方法を記載した通知書を

簡易書留でお送りします(１月下旬から順次発

送予定)。 

※通知書は再発行できませんのでデジタル商品

券を受け取るまで大切に保管してください。 

※給付(デジタル商品券受け取り)にあたり、

「Payどん」アプリのダウンロードおよび利

用登録をお願いします。 

※利用登録には数日かかる場合がありますので

時間に余裕をもってご登録ください。 

問合せ 水産商工課商工振興係 TEL76-1667 

「Payどん」アプリ登録方法                         

 

 

 

「防災・一般情報提供メール」につ

いて 
 

防災行政無線から放送された内容をメールで

受信することができます。災害情報だけではな

く、一般のお知らせも受信を選択することがで

きます。 

受信には、登録が必要です。下記二次元コー

ドに空メールを送信すると登録用のURLが送ら

れてきます。詳しい登録方法については、市ホ

ームページ(「枕崎市 防災・一般情報提供メ

ール」で検索)をご覧ください。 

登録用QRコード⇒ 

 
 

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086 

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験の

実施について 

 

地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、

全国一斉に緊急情報の伝達試験が実施されます。

人工衛星などを用いて国から配信された緊急情

報を、全国瞬時警報システム(Ｊアラート)を通

じて防災行政無線で放送します。 

日時 ２月12日(水) 午前11時頃 

※気象や地震活動の状況などにより、中止とな

る場合があります。 

試験内容 市内44カ所に設置してある防災行政

無線や戸別受信機から、次のように放送されま

す。 

①防災行政無線チャイム 

②「これは、Ｊアラートのテストです」(３回) 

③「こちらは、ぼうさい枕崎市です」 

④防災行政無線チャイム 

※年３～４回実施する全国一斉情報伝達試験の

ほか、緊急地震速報訓練(年２回)を実施して

います。 

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086 

 

 

建築基準法および省エネ法改正につ

いて 
 
建築をする際の手続きが改正されます。令和

７年４月１日以降に建築に着工する場合以下の

条件が必要になります。 

①県内どこでも階数２以上または延べ面積 200

㎡(※1)の建築をする場合、建築物の申請手続

き(建築基準法に基づく建築確認申請手続き)が

必要になります。 

※1 都市計画区域外の木造の場合でも必要です。

都市計画区域内の場合は従来どおり、原則、

規模にかかわらず手続きが必要です。 

②原則、全ての新築建築物(増改築の場合は増

改築部分のみ)を省エネ基準へ適合させる必要

があります。 

※その他改正する建築基準法ならびに省エネ法

の詳細については、県の地域振興局または建

築場所の市町村へ問い合わせてください。 

問合せ 南薩地域振興局 TEL52-1395 

建設課建築係 TEL76-1219 

 

 

 



                ５ 

鹿児島県の最低賃金について 
 

鹿児島県の最低賃金が令和６年10月５日より

時間額953円に改正されました。 

また、次の産業に該当する場合は、特定(産

業別)最低賃金が定められています。これらの

最低賃金は県下のすべての労働者に適用されま

す。 

産業名 時間額 

電子部品・デバイス・電子回路、電気

機械器具、情報通信機械器具製造業 
953円 

自動車(新車)小売業 986円 

百貨店・総合スーパー 953円 

問合せ 鹿児島県労働局賃金室  

TEL099-223-8278 

 
 

農業者年金に加入しませんか 
 
あなたの老後生活への備えは十分ですか。年

金は家族一人一人について準備することが大切

です。老後の備えは国民年金プラス農業者年金

が基本です。農業者年金は、次の３つの要件を

満たす方であれば、どなたでも加入できます。 

加入要件 

・年間60日以上農業に従事している。 

・60歳未満である(一定の要件を満たす方は、

加入可能年齢が65歳未満)。 

・国民年金第１号被保険者である(国民年金保

険料納付免除者を除く)。 

農業者年金の特徴 

・月々の保険料は２万円(35歳未満で政策支援

加入の対象とならない方は1万円)から６万７

千円の間で加入者が千円単位で自由に選択で

き、保険料の額はいつでも見直しできます。 

・支払った保険料は同一生計の家族の分も含め

て全額社会保険料控除の対象となります。 

・終身保険であり、80歳前にお亡くなりになら

れた場合は、死亡一時金があります。 

・脱退後も加入要件を満たせばいつでも再加入

できます。 

・納付した保険料は、途中で脱退されても脱退

一時金は支払われません。将来、年金として

支給されます。 

※詳しくは、農業者年金基金のホームページを

ご覧ください。 

問合せ 農業委員会事務局 TEL76-1094 

第34回枕崎市生涯学習フェスティバ

ルを開催 
 

本市の生涯学習のさらなる振興を図るととも

に、「潤いと活力のあるふるさとづくり」の推

進を目的とした生涯学習フェスティバルを実施

します。ご家族やご友人をお誘いあわせの上、

ぜひご来場ください。 

日時 ２月９日(日) 午後１時30分～５時 

開場 午前12時30分 

閉場 午後５時15分 

会場 市民会館 

■開催内容 

ホールイベント 

13:30 開会行事 

13:40 

表彰式 

(青少年健全育成功労者および優良社

会教育功労者表彰) 

14:00 

活動・体験発表 

(県青少年国際協力体験事業参加者、

金山校区子ども会、市内自主学習グ

ループ) 

15:00 

親子講演 

黒川タツ氏 

「知っちょいどんより、やっちょいどん」 

黒川 剛氏  

「ノーアタック・ノーチャンス」 

16:20 「おじさんと小娘」による特別ライブ 

17:00 閉会のことば 

※時間は前後する場合があります。 

その他・注意事項 

・展示コーナー(生涯学習成果展など)の設置。

(展示期間は２月８日(土)から２月 14 日(金)

正午まで) 

・「にんぎまんま」出前食堂(12：30～売り切

れ次第終了)など 

・イベント途中での入場も大歓迎です。 

・市民会館付近の駐車場は、数が限られていま

すので注意してください。なお、市民会館付

近の道路は駐車禁止です。 

・講師等プロフィールや駐車場図などイベント

の詳細は市のホームページをご覧ください。 

 

 

市ホームページ⇒ 

問合せ 生涯学習課生涯学習係 TEL76-1286 
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税の申告に必要な書類の準備はお済みですか？ 
 
令和６年分の税の申告が２月から始まります。申告時間を短縮できるように領収書をまとめ集計

するなど、早めの準備と確認をお願いします。必要書類が整っていない場合、当日に受付できない

ことや長時間お待たせすることになります。 

申告日程や会場などの詳細は、広報紙２月号の申告受付日程または広報紙１月号折り込みチラ

シ、別紙綴込みチラシをご覧ください。 

■営業所得、農業所得、不動産所得などを申告する方 

必要書類 

必ず事前に作成した収支内訳書や収入金額と必要経費をまとめた帳簿などをお持ちください。 

準備の仕方 

①売り上げなどの収入金額、仕入れや必要経費について帳簿やノートなどに記載しましょう。 

②必要経費は科目ごとに分類し、科目ごとの金額を合計して記載しましょう。  

注意事項 

※新型コロナウイルス感染症に伴う、国や地方公共団体などから支給された事業者向けの給付金や

助成金、協力金などは課税対象となりますので申告が必要です。 

※収支内容をまとめていない方は、計算してから申告受付となります。 

※領収書やレシートは、ご自宅で保存してください。 

■医療費控除を申告する方 

「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。必ず事前

に領収書を集計した医療費明細書をお持ちください。 

※医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。 

準備の仕方 

①領収書を個人ごとに分けましょう。 

②個人ごとに分けた領収書を病院や薬局ごとに分けましょう。 

③「①・②」で分けた領収書ごとに１年間の支払った医療費を集計しましょう。  

注意事項 

※領収書を集計していない方は、計算してから申告受付となります。 

※対象月は、申告する前年の１月から12月に支払った医療費です。 

※集計した領収書は５年間保存してください。 

※生命保険や社会保険などで補填された医療費があれば、その金額がわかるものをお持ちください。 

■その他注意事項 

・収入がない場合も申告は必要です。収入がない旨の申告をしてください(扶養対象親族は除く)。 

・年度途中で退職された方や年末調整されていない方は申告が必要です。 

・申告がない場合、所得証明書の発行や課税上不利益な取り扱いを受ける場合があります。 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 
 

令和７年度市・県民税等および国民健康保険税ならびに後期高齢者医療保険

料の申告受付について 
 
令和７年度の市･県民税等および国民健康保険税ならびに後期高齢者医療保険料に係る所得(令

和６年中の所得)の申告を受け付けます。また、簡易な所得税の申告相談についても対象地域の会

場で受け付けます。日時、会場などについては別紙綴込みチラシをご覧いただくか、税務課課税

係までお問い合わせください。 

申告受付に伴う注意事項とお願い 

・申告の際は必ず指定の申告会場を確認し、必要書類を準備してからご来場ください。 

・発熱などの症状がある方、または体調のすぐれない方はご来場をお控えください。 

・市役所以外に申告会場を設けた日は税務課の窓口での申告は受付できません。対象地域の指定日

に都合の悪い方は「別地域の日時、会場」または「市内全域」の日にお越しください。 

・申告会場では「収支内訳書」、「医療費控除の明細書」などの代行作成はしませんので、あらか

じめご自宅での事前作成をお願いします。 

・収入が公的年金のみの方、収入なしの方は電話で申告できます。電話申告にご協力ください。 

申告受付期間 ２月５日(水)～３月17日(月) 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 
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小型特殊自動車をお持ちの方へ 

 

農業・製造業・土木建設業などで使用する下記規格の小型特殊自動車は、地方税法上、公道走行

の有無に関わらず、所有していることで軽自動車税が課税されます。そのため、田畑や工場・敷地

内のみで使用する車両であっても軽自動車税の申告を行い、車体に課税標識(ナンバープレート)を

取り付ける必要があります。該当する車両を取得した方(法人を含む)または現在未申告の車両を所

有している方(法人を含む)は、速やかに軽自動車税の申告手続をお願いします。 

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車の規格 

 長さ 幅 高さ 最高速度 総排気量 

農耕用 制限なし 制限なし 制限なし 35km/h未満 制限なし 

その他 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下 制限なし 

※農耕作業用自動車で最高速度35km/h以上のものや、その他の自動車で上記規格の1つでも超える

と大型特殊自動車に該当します。大型特殊自動車で事業用資産の場合は、固定資産税の課税対象

となりますので償却資産の申告が必要となります。 

農耕作業用自動車(乗用) 

農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指

定する農耕作業用自動車 

その他 

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スク

レーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイー

パ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホ

イール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折し

て操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車、国土交通大

臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 

申請場所 税務課課税係⑦番窓口 

申請に必要なもの 販売証明書(譲り受けた場合は譲渡証明書または廃車済証明書)、本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカードなど)、車名と車台番号の情報 

その他注意事項 

・車種などの判別が困難な場合は、販売店へお問い合わせください。 

・乗用でないもの(歩行型農作業機など)は軽自動車税の課税対象ではありませんが、事業用資産の

場合は固定資産税(償却資産)の課税対象になります。 

・これまで軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車を、固定資産税(償却資産)として申告され

ていた場合は、償却資産の修正申告が必要です。 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 

 



８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご存知ですか軽自動車の手続き 
 

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき、または

住所が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車

税(種別割)は、毎年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車など

の手続きをした場合でも、月割りによる減額はなく、その年度の税額を全額納めていただくことに

なります。廃車の手続きが完了するまでは軽自動車税(種別割)が課税されつづけますので、名義変

更や廃車手続きは４月１日までに行ってください。また、所有者が死亡した場合も名義変更などの

手続きをお願いします。 

 原動機付自転車・小型特殊自動車用の申告書は市役所に備え付けていますが、市のホームページ

からもダウンロードできます。 

区分 必要なもの 申告先 

原動機付自転車 

(125㏄以下) 

小型特殊自動車 

新

規 

・

変

更 

販売店から 

購入したとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・車名、車台番号、排気量などがわかるもの 

・販売証明書など 

税務課

課税係 

(⑦番窓

口) 

市内へ 

転入したとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・車名、車台番号、排気量などがわかるもの 

・標識(ナンバープレート)または廃車証明書 

譲り受けたとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・標識(変更する場合) 

・標識交付証明書(前所有者) 

・譲渡証明書(前所有者) 

廃

車 

廃棄・転出 

市外の人に譲り

渡したとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・標識 

・標識交付証明書 

標識を 

紛失したとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・標識交付証明書 

・紛失顛末書 

・弁償金(200円) 

盗難に 

あったとき 

・運転免許証などの本人確認書類 

・標識交付証明書 

・盗難届出の受理番号または盗難届出証明書 

軽自動車 

(三輪・四輪) 

軽二輪(250㏄以下) 

自動二輪(250㏄超) 

必要な書類は下記へお問い合わせください。 

全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 

TEL099-261-4011 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 

 

 

 

第36回老人クラブ芸能大会開催 
 

 高齢者の方々が、自らの健康づくり、生きがいづくりのために各地域で歌や踊りの練習をしていま

す。その成果を発表する芸能大会が下記の日程で開催されることになりました。 

ご近所お誘い合わせのうえ、皆様のご来場を心からお待ちしております。 

 ※本大会は高齢者元気度アップ・ポイント事業の対象です。 

日時 令和７年２月26日(水)午後１時～ 

会場 市民会館大ホール 

問合せ 枕崎市老人クラブ連合会 事務局(枕崎市社会福祉協議会内) TEL72-7450 

 



                ９ 

スポーツ・文化イベント情報 

問合せ 文化 TEL72-9998 

  スポーツ TEL76-6151 

～文化イベント～ 

金属鉱物資源展～鹿籠金山遺構～ 
天和年間(1681～1683)に鹿籠郷の郷士・有川

夢宅により発見された鹿籠金山をテーマに開催

します。鹿児島大学名誉教授・志賀美英氏の協

力により，春日鉱山産金鉱石をはじめ国内外で

採取した金属鉱石，また鹿籠金山にまつわる資

料をパネルで解説しながら公開・展示いたしま

す。 

会期 ２月４日(火)～２月16日(日) 

開館時間 午前９時～午後５時(入館は午後４

時30分まで) 

会場 文化資料センター南溟館 

ミュージアムトーク 講師：志賀美英氏 

２月４日(火) 午前11時～正午  

入館料：一般200円、高校・大学生100円、中学

生以下無料 

 

音楽の花束コンサート～ピアノ発表会

と音楽の仲間たち～ 
ソプラノ歌手・白澤玲子氏のほか国内外で活躍

している音楽家と地元の小学生のピアノによる

コンサートを開催します。是非ご来場ください。 

期日 ２月９日(日) 

時間 午後１時：開場 １時30分：開演 

会場 文化資料センター南溟館(第２展示場) 

観覧料：無料(南溟館入館料が必要となります) 

 

 

～スポーツイベント～ 

県地区対抗女子駅伝競走大会について 
 

 第38回鹿児島県地区対抗女子駅伝競走大会が

１月26日(日)午前10時から霧島市隼人・国分コ

ースで開催され、早春の霧島路６区間、

21.0975㎞を県内の女性ランナーたちがたすき

をつなぎます。地元「川辺チーム」の応援をお

願いします。 

【候補選手（本市出身者）】 

・池田 一嬉 

(鳳凰高等学校２年：枕崎中学校出身) 

・館野 葵  

(立神中学校２年) 

 

キ ッ ズ だ よ り 

問合せ 子育て支援センターキッズ 

              TEL72-0382 

 

 子育て支援センター「キッズ」では、乳児・

幼児および保護者が相互の交流を行う場を開設

しています。子育て中の親子であればどなたで

も無料で利用できます。 

場所 立神海の風こども園(中央町261) 

開放日 毎週月～金曜日 

開放時間 午前８時30分～午後１時30分 

 

２月の行事（午前10時から） 

日 曜日 行事の内容 要予約 

３ 月 豆まき  

５ 水 食育講座 ○ 

７ 金 ひな人形作り  

10 月 ドライヘッドスパ体験 ○ 

12 水 親子ヨガ教室  

14 金 
ママちゃれんじデー 

～クッキング～ 
○ 

18 火 
園庭遊び  

試食会 ○ 

19 水 ベビーマッサージ教室 ○ 

21 金 誕生会  

25 火 音楽遊び  

27 木 読み聞かせ  

 

※18日(火)の園庭遊びは、雨天の場合、キッズ

ルームで遊びます。 

※活動は変更または中止になることもあります

ので、予めご了承ください。 

※要予約の活動は、少人数限定になっているも

のもありますので、早めにお申し込みくださ

い。 

 

○相談支援事業について 

未就園児の保護者を対象にお子様の発育な

どの心配事に対する「相談支援事業」を実施

しています。 

相談日 毎週水曜日・木曜日 

時 間 午後２時～午後４時 

※ 上記問合せ先へ電話での予約が必要です。 
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■謎かけの答え＝とみます！とみます！ 

 

 

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ 

３日(月) 母子健康手帳交付 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

８日(土) 
バレンタインチョ

コ作り 

桜山地区公民館  13:30～15:30 

【対象】幼児、小・中学生 

桜山地区公民館 

72-2267 

10日(月) 初妊婦講座 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

12日(水) ◎男性料理教室 別府センター   10:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

13日(木) ◎男性料理教室 健康センター   10:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

14日(金) 
市民あいさつ運動

の日 

市民全体で声かけ、あいさつに

取り組みましょう 

市民会館 

72-2221 

20日(木) 

子育てサロン 健康センター   10:00～11:30 
健康センター 

72-7176 

◎男性料理教室 立神センター   10:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

25日(火) 母子健康手帳交付 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

 

市政へのご意見・提言の窓口 

〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係 

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436 

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp 

市ホームページ https://www.city.makurazaki.lg.jp 

まちのカレンダー ２月 
※「◎」は高齢者元気度アップ・ 

ポイント事業の対象事業です。 

マイナンバーカードに関する窓口時間延長・日曜日開庁について
仕事などで平日の昼間に市役所に行くことができない方のために、窓口時

間の延長および日曜日の開庁を行っています。併せて、住民票の写し・印

鑑登録証明書(印鑑登録証持参)も発行できます。※どちらも本人確認書類

が必要です。 

■時間延長 毎週木曜日 午後７時30分まで 

■日曜日開庁 毎月第２日曜日 午前８時30分～正午 

問合せ 市民生活課市民係 TEL76-1093 

 

無料人権相談所を開設 
人権に関する相談所を次のとおり開設します。 

相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。 

日時 ２月６日(木) 午前10時～午後３時  場所 市民会館第５会議室 

相談内容 人権に関することなど 

相談員 地元人権擁護委員 

問合せ 総務課秘書広報係 TEL72-0033 

 


